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○議事日程（第２号） 

 日程第１ 町政に対する一般質問 

     板 東 絹 代 議員 

      （１）教育問題 

     川 田   修 議員 

      （１）まつしげまるしぇについて 

      （１）いも三昧の販売について 

 日程第２ 議案第 １号 松茂町地方版総合戦略審議会条例 
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 日程第４ 議案第 ３号 松茂町議会議員の期末手当支給条例の一部を改正する条例 

 日程第５ 議案第 ４号 松茂町職員定数条例の一部を改正する条例 

 日程第６ 議案第 ５号 松茂町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正す

る条例 

 日程第７ 議案第 ６号 松茂町使用料条例の一部を改正する条例 

 日程第８ 議案第 ７号 松茂町各種委員会委員等の報酬及び費用弁償支給条例の一部
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 日程第11 議案第１０号 松茂町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準
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を定める条例の一部を改正する条例 

 日程第16 議案第１５号 松茂町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

 日程第17 議案第１６号 松茂町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備

及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介

護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例 

 日程第18 議案第１７号 松茂町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定

介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 
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に水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正す

る条例 

 日程第36 議案第３５号 町道路線の認定について 

 日程第37 議案第３６号 町道路線の変更について 
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平成３１年松茂町議会第１回定例会会議録 

第２日目（３月４日） 

                                         

午前１０時００分再開  

○議会事務局長【吉田正則君】  ただいまから平成３１年松茂町議会第１回定例会の再

開をお願いいたします。 

 まず初めに、藤枝議長からご挨拶がございます。 

○議長【藤枝善則君】  皆さんおはようございます。 

 先日、３月１日ですけども、県の議長会がございまして、そこで表彰がございました。

当議会といたしましては、佐藤富男議員が全国議長会から１５年以上の表彰をいただいて

おります。それから、徳島県の議長会の方からは佐藤禎宏さんが１１年以上ということで

表彰を受けておりますので、皆さんにご報告しておきます。 

 さて、本日は一般質問の日でございます。質問者は明確に、そして答弁の方はなるべく

詳しく明瞭にということでお願い申し上げまして、冒頭の挨拶といたします。 

                                         

○議長【藤枝善則君】  ただいまの出席議員は１０名で、地方自治法第１１３条による

定足数に達しております。よって、議会は成立いたしました。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

                                         

○議長【藤枝善則君】  これから本日の日程に入ります。 

 本日の議事日程は、お手元に印刷配付のとおりであります。 

                                         

○議長【藤枝善則君】  日程第１「町政に対する一般質問」を行います。 

 通告のありました３番板東議員にお願いいたします。板東議員。 

○３番【板東絹代君】  ３番、板東絹代。皆さん、おはようございます。それでは、議

長の許可をいただきましたので、通告に従いまして議員任期最後の一般質問をさせていた

だきます。 

 冒頭、議長の方から質問は明確にということでございますので、明確に質問いたします。

答弁については詳しくお願いいたします。 

 質問は、教育問題で、いじめ、不登校の問題についてでございます。 
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 全国的にいじめ、不登校の問題は後を絶たず、いじめによる悲劇から滋賀県大津市の大

津いじめ事件はいじめ問題を社会に広く投げかけ、学校に常設の対策組織を置くことを明

記した、いじめ防止対策推進法が成立するきっかけとなったとあります。今日、最も解決

に向けた取り組みが求められている教育上の課題として、いじめ、不登校の問題がありま

す。いじめについては、程度の差があってもどこの学校にもあると思います。不登校はど

の子どもにも起こり得るとの認識で早期発見に努めなければならないと思います。現在、

各学校にいじめ、不登校があるのでしょうか、ないのでしょうか。いじめ、不登校の問題

が起こった場合には各学校・教育委員会が解決に向けてどのような対応をしているのでし

ょうか。また、ＰＴＡとの連携、関係機関との連携など、開かれた姿勢での学校運営がさ

れているのでしょうか。お伺いします。 

○議長【藤枝善則君】  丹羽教育長。 

○教育長【丹羽敦子君】  板東議員ご質問のいじめ、不登校の解決に向けての取り組み

についてお答えします。 

 現代社会は少子・高齢化の急速な進行や携帯電話やゲーム機による容易で高度な情報通

信の普及、就労形態の多様化など変革の時期であり、子どもたちの身近な生活の中にも影

響を及ぼしています。 

 このような中、子どもたちが心豊かに学ぶことができ、生き抜く力をつける学習環境が

求められており、板東議員のご質問のとおり、いじめや不登校の問題は大きな教育課題と

なっております。 

 平成２９年度にはアンケートなどから、徳島県内小・中学校で２,１６２件のいじめを

把握しており、また不登校児童・生徒数も６１８人となっております。松茂町においても、

いじめ、不登校児童・生徒について各校から件数が報告されています。 

 なお、現在、松茂町においてはいじめは解消いたしておりますが、『いじめは人間とし

て絶対に許されない』との意識を学校全体を通じて児童・生徒一人ひとりに徹底し、見守

り・支援を継続しているところでございます。 

 いじめの発見、通報を受けた場合は、特定の教職員で抱え込まず、校内における組織を

速やかに立ち上げ、対応いたしております。児童・生徒が抱える問題など、いじめの背景

にも着目し、当該児童・生徒の安全・安心に配慮するとともに、必要に応じて専門機関な

どと連携いたしております。 

 不登校については、現在も不登校状態にある児童・生徒がおり、心理的、情緒的理由に
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より登校しない、また登校したくでもできないという本人にとって厳しい状況がございま

す。その背景は教育的支援、心理的支援、福祉的支援、またそれらが複合的に必要な場合

など、とても複雑です。本人や保護者とかかわりつつ、個々に応じた支援を継続していま

す。 

 松茂町では不登校状態にある児童・生徒で、学校以外のところで学習を希望する子ども

たちのために適応指導教室を設置しています。適応指導教室では、毎日の学習指導のほか、

自立への生活指導、集団適応指導、体力づくり指導を行うとともに、来所や電話による教

育相談のほか、保護者や本人が専門家と相談する機会の設定など、登校に向けて回復して

いく支援を実施しております。 

 さて、松茂町では学校、教育委員会のみならず、関係機関と連携し、いじめ、不登校な

どの未然防止に取り組んでおります。学校においては児童・生徒に対し、豊かな情操と道

徳心を培い、心の通う対人交流能力の素地を養う教育に努めています。 

 また、定期的にいじめに関するアンケートなどを実施、加えて松茂町ではいじめや不登

校の予防と早期発見のために全ての児童・生徒にＱ－Ｕテストと呼ばれる楽しい学校生活

を送るためのアンケートを年２回実施しています。このＱ－Ｕテストは児童・生徒の自己

肯定感、疎外感などを測定するための心理検査、学級満足度調査でございます。このテス

トで子ども一人ひとりと学級集団をより深く理解し、必要な支援のための校内連携、また

保護者との連携、外部機関との支援体制の構築、整備につなげています。 

 相談体制としましては、児童・生徒、保護者などからの窓口として、教員だけでなく、

子どもとその家族を支援するスクールソーシャルワーカーの配置、中学校にスクールカウ

ンセラーと心の教室相談員、小学校に親と子の相談員を配置しています。 

 各学校と教育委員会は、毎月開催される定例校長会のほか、生徒指導連絡会議や随時の

報告、総合教育会議、国、県、町が実施する統計調査など、情報共有に努めており、状況

にあわせ、徳島県教育委員会、徳島県中央こども女性相談センター、徳島県福祉部家庭相

談員、徳島県警察、板野東部青少年育成センター、町福祉課、保健相談センターをはじめ

とする町部局などと連携し、ケース会議を開催するなど、問題の解決に取り組んでいます。

また、各学校のＰＴＡ、子育て関連団体と学校からなる松茂町学校地域教育推進協議会に

て子育て啓発リーフレットを作成、配布するなど、「地域の子どもは地域が育てる」とい

う機運の醸成に努めています。 

 現在、子どもたちのコミュニケーションツールとしてＳＮＳが圧倒的な割合を占めてき
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ている現状から、子どもの内面が外部からより見えにくくなり、いじめが拡散、深刻化し

てしまうことや、子どもが一人で悩みを抱え込んでしまう状況に置かれがちです。 

 今後は子どもたち自身が、自分たちで問題の解決に向けて主体的に取り組むためのいじ

め防止のための子どもの組織を各校で立ち上げ、よりよい学校づくりに役立てます。また、

子どもが一人で悩みを抱え込まないよう、学校のほか２４時間子どもＳＯＳダイヤルなど、

相談できる体制があることの周知を重ねてまいります。 

 教育委員会といたしましては、いじめはどの学校でもどの子どもにも起こり得るという

危機意識を常に持ち、子どもからのＳＯＳを見逃さないようアンテナを張り、学校と連携

し、いじめと不登校の解決にこれからも取り組んでまいります。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

○議長【藤枝善則君】  板東委員。 

○３番【板東絹代君】  教育長から詳細なご答弁をいただきまして、ありがとうござい

ます。再問はしませんが、私の感じたことをまとめて申しますと、各学校では定期的にア

ンケートを実施して、職員全員が担任という体制で児童・生徒の生活の様子などを注視し

たりして、心のサインとして見逃さないように早期に相談体制や共通理解を図るように努

めているとのことで理解していいですね。教育委員会がしっかり頑張ってくださっている

ようなので、安心しました。引き続き気を抜かないでお願いいたします。 

 いじめ、不登校の問題の背景にはさまざまな要因が考えられると思います。児童・生徒

や保護者との信頼関係づくりに努めてください。そして、いつでも相談できる窓口になっ

てください。児童・生徒が学校での生活が楽しい、友達と仲よく過ごせていると思えるよ

うに、家庭、学校、地域社会の役割を大人一人ひとりが責任を自覚して、それぞれの立場

から積極的に協力、連携をすることが重要です。いじめは子どもだけの問題ではありませ

ん。大人の社会にもいじめはあります。私たち大人がいじめのない社会をつくっていきま

しょう。 

 これで終わります。ありがとうございました。 

○議長【藤枝善則君】  続きまして、通告のありました２番、川田議員にお願いいたし

ます。川田議員。 

○２番【川田 修君】  ２番、川田。それでは、議長の許可がありましたので、一般質

問をさせていただきます。 

 最初に、まつしげまるしぇについて質問をします。 
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 昨年の第１回定例会において町長は所信表明をされました。町長がかわり、新しい発想

で新たな事業に取り組む、すばらしいことだと思います。その第３の重要政策、高齢者が

活躍できるまちづくりの中で述べられました、町民グラウンド周辺で福祉施設、社会教育

施設のイベントとタイアップする形で農業、水産業者、加工業者の参加によるまるしぇと

呼ばれる特産市の開催を計画するとのことでした。まるしぇは昨年２回実施されましたが、

場所は町の外れ、中喜来字十人歩の大谷川沿いの町有地で実施されました。福祉施設や社

会教育施設の集積した町民グラウンド周辺での開催はどのように考えておられるのでしょ

うか。何年か先に旧吉野川改修事業で水辺の交流施設が完成したとき、まるしぇとのコラ

ボを考えると早目にこの地での開催を考えるべきだと思います。先日の今年度の所信表明

でも述べられておりますが、まるしぇを実行委員会形式により町民ボランティアを主体と

した運営を試行することとしていますというふうに述べられました。 

 また、建設業界紙の建通新聞１月１５日号に「徳島空港ビル株式会社が空港支援施設用

地の一部２,１００ｍ２を２０年間借地し、多目的に利用できる交流施設の整備を図る。

にぎわいの創出を図り、地元松茂町の活性化につながる施設にし、町と連携しながら今後

具体化を進める考えである。２０１９年度から事業着手」と報道をされています。町と連

携しながら具体化を進めるとのことでありますが、この施設とまるしぇのかかわりをどの

ようにしていくのか、また今後のまるしぇ事業の取り組みをどうするのか、まるしぇ実行

委員会はどのような位置づけになって、これに対する予算はどのようにつけていくのか、

説明を求めます。 

○議長【藤枝善則君】  大迫参事。 

○総務参事【大迫浩昭君】  それでは、川田議員のご質問に答弁を申し上げます。 

 建通新聞１月１５日号掲載の空港交流施設につきましては、平成３０年１２月議会の最

終日に松下総務課長が議員各位へご報告をいたしました臨空用地の新規借地案件と同一の

ものでございます。徳島空港ビル株式会社は、ターミナルビルから西へ距離約２００ｍと

ほど近い臨空用地を２０年間賃借し、近く木造２階建て２５０ｍ２の交流施設と屋外イベ

ント広場を整備する計画と承知をいたしております。現時点では、同社から新たな交流施

設に設ける屋外ＰＲ看板への協力要請がございましたことから、平成３１年度当初予算に

１５０万円を計上し、本町マスコットの松茂係長をデザインした町のＰＲ広告を同施設に

設置いたしたいと考えております。 

 議員からは同施設を活用したにぎわい創出への町のかかわり方についてお尋ねがござい
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ましたが、全てはこれからという状況でございます。今後、同社により計画中の交流施設

と屋外イベント広場が整備されましたら、同社の考えをしっかりと承り、イベントへの協

力要請がありました際には、町といたしまして、小規模なまるしぇを考慮するなど、積極

的に協力をしてまいりたいと考えております。 

 以上、空港交流施設に関するご質問への答弁とさせていただきます。よろしくお願いい

たします。 

○議長【藤枝善則君】  古川特命参事。 

○特命参事【古川和之君】  川田議員のご質問についてご答弁を申し上げます。 

 まるしぇの取り組みにつきましては、松茂町の地方創生に含まれておりますので、まず

松茂町の地方創生の取り組みを申し上げます。 

 松茂町の地域性、空港高速バスターミナル、スマートインターチェンジや町の立地を最

大限に活用しまして、町民主体のまちづくりへの取り組みにより地域の稼ぐ力を引き出し、

継続的な地域活性化を実現することでございます。そのため平成３０年度はまちづくり基

本計画策定に着手しまして、計画段階から町民に参画いただき、計画策定後は事業実施に

参加を期待いたしまして、公募などによりまちづくり会議を開会し、町の重要施策でござ

います女性や高齢者が活躍できるまちづくり、１次産業、農業、水産業を生かしたまちづ

くりについて検討をいたしました。その結果、松茂町の観光振興、１次産業の振興、町民

同士の交流促進、町民同士がサークル、ボランティア、文化活動など、さまざまな交流を

するための拠点が必要であります。それを実現するためには活動する組織の設立のほか、

これらの機能を有した新交流拠点施設の整備が必要であります。この新交流拠点施設を整

備するためには財源確保のため、国の交付金を受けることが重要であり、これを受けるた

めには自立性と官民協働を満たす事業の取り組みが求められております。具体的に申し上

げますと、松茂町の観光や地域産品の情報の発信などにより稼ぐ力が発揮され、事業推進

主体が自立していくことにより、将来的に国の交付金に頼らず、事業を自走していくこと

が可能となるもの、民間と協働で取り組む官民協働事業を目指してまいります。 

 まるしぇの取り組みもこの事業に含まれるものでございます。今後のまるしぇに対する

取り組みの考え方でございますが、松茂町、大津松茂農協、長原漁協、町商工会で構成す

るまるしぇ実行委員会が事業主体となります。松茂町の地域性を生かし、まるしぇを開催

することにより、地域の事業者間の相互交流や町内外からの集客の場を創出することによ

り、にぎわいと魅力あるまちづくりに取り組んでまいります。 
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 平成３０年度のまるしぇの取り組みはまつしげまるしぇ実行委員会を設立いたしまして、

松茂町が運営の中心となって、中喜来字十人歩で試験的にまるしぇを２回開催いたしまし

た。開催場所や開催時期の条件は良好とは言えませんが、関係者のご協力により大勢の来

場がございました。平成３１年度は前年の経験を生かしまして、開催回数の拡大や関係団

体との連携、町民の有償ボランティア参加、官民協働事業を進めるため、まつしげまるし

ぇ実行委員会が運営の主体となって取り組んでまいります。開催場所につきましては、土

地所有者のご協力により会場を旧空港ターミナル駐車場、徳島県運転免許センター北側で

開催することになりました。将来、新交流拠点施設が完成いたしましたら、松茂運動公園、

町民グラウンド周辺でまるしぇを開催したいと考えております。また、旧吉野川改修事業

にあわせた親水施設整備との連携も考えてまいります。 

 予算措置につきましては、平成３０年度は必要な費用を目的ごとに予算計上しまして、

松茂町が運営の中心となって、まるしぇを開催いたしました。平成３１年度はまるしぇ実

行委員会が運営の主体となって取り組むため、まるしぇなどに必要な費用を補助金として

計上いたしております。 

 今後、松茂町の地域性を生かし、魅力的なまるしぇの運営に努め、地域のにぎわいづく

り、交流人口の増加につなげてまいります。 

 以上、ご質問への答弁とさせていただきます。 

○議長【藤枝善則君】  川田議員。 

○２番【川田 修君】  ご答弁ありがとうございました。 

 この空港ビルとのかかわりからいいますと、新聞報道ですからよくわからんのですが、

徳島新聞はさらっと書いてあっただけで、中身についてはほとんど具体的なことは書いて

なかったんですが、建通新聞には町と連携しながら今後の具体化を進めていくと。普通、

これを文字どおり読みますと、相談があって、どのような方向性の建物なり施設をつくっ

ていくかというのが当然、相談があってしかるべきだと私は解釈して、こういう質問をし

たわけです。だから、でき上がったものの使い方を相談するというんだったら、建通新聞

は、いわゆる業界紙ですから、そこまでの取材ができてなかったのかという、私は感じを

するわけですが、でき上がった後の使い方だけを相談するのか、でき上がる前に町として

はこういったものに使いたいという要望をある程度酌み取ってもらって施設づくりをして

いってくれるのか。そこら辺の捉え方を確認しておきたいと思います。 

 それと、当面はまるしぇ実行委員会で本年度の所信表明の中では、将来的に松茂町観光
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物産協会というものに形を変えていくというふうにあります。だから、これを考えますと、

いわゆる社団法人的なものにするのか、ＮＰＯにするのか、ある程度方向性を持って考え

ていくんだろうと思いますが、よその町のまるしぇ実行委員会というのを見ていますと民

間主体でやっておると。だから、町が主体のところから民間主体へのプロセスをどのよう

に考えていくのでしょうか。そこら辺もお聞かせいただけたらと思います。 

○議長【藤枝善則君】  大迫参事。 

○総務参事【大迫浩昭君】  川田議員の再問にご答弁を申し上げます。 

 空港ビル株式会社が県から借地をいたしました交流施設につきまして、事前に協議がな

かったかということでございますが、当社との協議につきましては、できた後どういうふ

うな形で連携をして町を盛り立てていくかということを協議するという話になっておりま

して、事前に協議はしておりません。でき上がった後に協議を進めていこうと、どういう

ふうな形で町を盛り上げていくか、どういうふうな形でこの施設を使っていくかという協

議をしていこうというふうな形で現在のところ進んでおる状況でございます。よろしくお

願いいたします。 

○議長【藤枝善則君】  古川特命参事。 

○特命参事【古川和之君】  川田議員の再問にご答弁申し上げます。 

 まるしぇ実行委員会をまず立ち上げまして、官民協働事業といたしまして、まずは取り

組みまして、本年度中に全員協議会でも申し上げましたけども、松茂町観光物産協会とい

うような形を設立いたしまして、こちらでは観光の振興及び物産振興ということで町一丸

となって取り組んでいくということで、その中に最終的にはまるしぇも組み込まれながら

地域の活性化、稼ぐ力を引き出しまして、松茂町の強みをしっかり活用しながら地方創生

に取り組んでいくということでご理解いただけたらと思います。 

 予算につきましては、まるしぇ実行委員会が補助金を得て、私どもの方のチャレンジ課

も事務局として支援はいたしますけれども、３０年度と３１年度の違いはそういう形の官

民協働という形で取り組んでまいりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長【藤枝善則君】  川田議員。 

○２番【川田 修君】  ありがとうございました。 

 空港ビルの方に関しては私の捉え方が違っておったようで、報道の仕方も問題があった

のかなとは思うんですが、ありがとうございました。 

 それで、将来的な観光物産協会への移行について、３０年度はまるしぇ実行委員会の主
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体は町が主体でやっていただいて、３１年度からは官民協働でやりながら移行を目指して

いくということでございますので、吉田町長になってからやり始めた、打ち出した事業で

すから、十分な成功をおさめるように知恵を絞って、町民一丸となって盛り立てていける

ように頑張っていただきたいと思います。 

 次に、まつしげまるしぇ実行委員会がいも三昧を町の特産品として売り出しております。

町内の農家から批判の声が私のところへ多く届いております。松茂の芋といえば、松茂美

人を思い浮かべます。紅はるかは町内の一部の地区で作付をされております。しかし、安

納芋は町内ではほとんど生産されていないと聞いております。それなのに町がかかわって

いるまつしげまるしぇ実行委員会が売り出すのはおかしいというふうな批判の声です。 

 森副町長の肝入りで始めた事業ということですが、どういう思いで始めたのか、この批

判の声に対しての説明を求めたいと思います。 

○議長【藤枝善則君】  森副町長。 

○副町長【森 一美君】  川田議員のいも三昧の発売の思いについてのご質問について

ご答弁をさせていただきます。 

 松茂町の１次産業であります農業と漁業を取り巻く環境は厳しい状況でございます。特

にサツマイモにおいては、近年単価の下落による販売額は減少している現状でございます。

新聞報道によりますと、鳴門金時が他の産地のサツマイモに押され、厳しい競争にさらさ

れているとのことでございます。 

 具体的にはＪＡ大津松茂の販売額はピーク時から２５％減少しているとのことで、その

間の栽培面積には大きな変化がなく、下落要因は紅はるかやシルクスイート、安納芋とい

った高糖度品種が台頭してきたことが大きいとされております。サツマイモの栽培面積の

推移では、平成１０年から平成２３年までの１３年間で鳴門金時を含む高系１４号が全国

シェア２１.８％から１１.１％に減少しているのに対しまして、紅はるかや安納芋、シル

クスイートを含むその他は０.３％から４０.０％に増加している現状でございます。 

 鳴門金時の苦戦を考えてみますと、その原因は２つ考えられます。１つは、全国的に畑

作の転作によりサツマイモの耕作面積が拡大したことに伴いまして、サツマイモの供給量

が飛躍的に増加したことでございます。２つ目は、消費者の嗜好の変化でございます。一

般的にサツマイモと想像するのはほくほくとした甘く、天ぷらや焼き芋に合う万能タイプ

の高系１４号であり、それをさらに品種改良したのが鳴門金時です。その点からいいます

と、鳴門金時はサツマイモの王道と言えます。しかしながら、近年、安納イモなどに代表
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されるねっとり甘いサツマイモがブームになり、スイーツ感覚で食されているようでござ

います。また、ほくほく感を残しつつ、ねっとりとした甘さの紅はるかも好まれているよ

うでございます。これらの要因からサツマイモの単価が下落したものと考えられます。 

 この打開策を検討するために平成２９年１１月２１日に松茂町とＪＡ大津松茂、サツマ

イモ農家の代表者で今後の松茂町の農業の方向性について協議する場を設けました。会議

では問題点やサツマイモ農家の思いなど、さまざまなご意見がございましたけれども、結

論を見出すまでには至りませんでした。また、松茂町の農業形態を考えてみますと、農業

従事者の高齢化が進み、自家耕作を断念し、貸借による耕作が増加をいたしております。

小規模農家では今後農業を継続することが困難な現状となりつつあり、耕作放棄地の出現

も懸念されているところでございます。 

 このような現状から松茂町といたしましても、農家の収入増や耕作の継続を進める方策

を模索しているところであります。その１つがご質問のいも三昧でございます。現在、栽

培をしておりますサツマイモと異なる新たな作物に取り組むことは、新たな設備投資が必

要となり、農家にとりましては負担が大きく、リスクを負うこととなります。ただし、新

たなサツマイモの品種を試みることは、設備投資の必要もなく栽培のノウハウも蓄積され

ており、消費者の求めるものとも一致すると思われます。松茂町でも鳴門金時に加えて、

小規模ではございますが、紅はるかも栽培されている現状であります。平成３０年度には

松茂町の試験圃場におきまして、安納芋を栽培いたしたところでございます。 

 ただ、先ほども申しましたように、サツマイモの王道は鳴門金時でございます。大規模

農家など、作付面積の大きな農家では、農作業の効率や収穫量から考えますと市場を経由

しての従来の方法によることと思われます。小規模農家など、小回りがきく農家などで収

入の増加につながる対策となればと考えているところでございます。 

 また、農業に関しましては、体験型の農業の取り組みも模索をいたしております。植え

つけから栽培まで農家が行い、収穫はお客様が行う。このことにより、収穫以降の農作業

が不要となり、時間の余裕ができ、あるいは余裕となった時間を裏作に活用するなど、期

待しているところでございます。本年度、採算性など、実証実験を考えております。 

 このように松茂町の農業を守り育てるために今後も取り組んでまいりますので、ご理解

のほど、よろしくお願いをいたします。 

 以上でご答弁とさせていただきます。 

○議長【藤枝善則君】  川田議員。 
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○２番【川田 修君】  ご答弁ありがとうございました。 

 森副町長の意図するところは詳しく説明いただけたので、私自身は理解はしました。だ

から、町民、そして多くのサツマイモ農家にもここらあたりの趣旨が十分に理解されるよ

う広報していただく機会があれば、なおいいかなと思いますので、機会を見て、そういっ

たことも考えてみていただけたらと思います。 

 それからなお、いも三昧という３種を特産品ということで箱詰め販売しておりますが、

３種ということでいえば、町ではレンコンと浜葱と松茂美人、この３種といったようなも

のの売り出しとかも、また考えていただければ、なおいいかなと思います。これはあくま

でも参考意見というか、私の意見でございますので、また機会があればご検討ください。 

 以上をもちまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長【藤枝善則君】  以上で通告による一般質問は終わりました。 

 これで一般質問を終了いたします。 

                                         

 日程第２、議案第１号「松茂町地方版総合戦略審議会条例」から日程第５１、議案第５

０号「平成３１年度松茂町水道特別会計予算」まで議案５０件を一括して議題といたしま

す。 

 以上議案５０件につきましては各委員会に付託いたしたいと思いますが、付託の前に総

括的な質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

（質疑なし） 

 質疑がないようですので、これで質疑を終結いたします。 

                                         

○議長【藤枝善則君】  お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案５０件については、会議規則第３９条第１項の規定

により、それぞれ所管の委員会に付託をすることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【藤枝善則君】  異議なしと認めます。 

 よって、議案５０件についてはそれぞれ所管の委員会に付託することを決定いたしまし

た。 

 議案付託表配付のため、小休いたします。 
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午前１０時４２分小休  

                                         

午前１０時４３分再開  

○議長【藤枝善則君】  再開いたします。 

 議案付託表を事務局長に朗読させます。 

○議会事務局長【吉田正則君】  それでは、ただいま配付いたしました議案付託表をご

覧ください。 

 総務常任委員会に付託する議案は、 

  議案第 １号 松茂町地方版総合戦略審議会条例 

  議案第 ２号 松茂町総合振興計画審議会条例の一部を改正する条例 

  議案第 ３号 松茂町議会議員の期末手当支給条例の一部を改正する条例 

  議案第 ４号 松茂町職員定数条例の一部を改正する条例 

  議案第 ５号 松茂町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

  議案第 ６号 松茂町使用料条例の一部を改正する条例 

  議案第 ７号 松茂町各種委員会委員等の報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正す

る条例 

  議案第 ８号 臨海型廃棄物最終処分場対策基金の設置、管理及び処分に関する条例

を廃止する条例 

  議案第３７号 平成３０年度松茂町一般会計補正予算（第５号）（所管分） 

 以上９議案が総務常任委員会に付託する議案でございます。 

 次に、産業建設常任委員会に付託する議案は、 

  議案第３０号 松茂町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例 

  議案第３１号 松茂町公共下水道条例の一部を改正する条例 

  議案第３２号 松茂町地域下水道設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

  議案第３３号 松茂町給水条例の一部を改正する条例 

  議案第３４号 松茂町水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技

術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例 

  議案第３５号 町道路線の認定について 

  議案第３６号 町道路線の変更について 

  議案第３７号 平成３０年度松茂町一般会計補正予算（第５号）（所管分） 
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  議案第４１号 平成３０年度松茂町農業集落排水特別会計補正予算（第２号） 

  議案第４２号 平成３０年度松茂町公共下水道特別会計補正予算（第４号） 

  議案第４７号 平成３１年度松茂町長原渡船運行特別会計予算 

  議案第４８号 平成３１年度松茂町農業集落排水特別会計予算 

  議案第４９号 平成３１年度松茂町公共下水道特別会計予算 

  議案第５０号 平成３１年度松茂町水道特別会計予算 

 以上１４議案が産業建設常任委員会に付託する議案でございます。 

 次に、教育民生常任委員会に付託する議案です。 

  議案第 ９号 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 

  議案第１０号 松茂町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例 

  議案第１１号 松茂町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例 

  議案第１２号 松茂町児童館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

  議案第１３号 松茂町児童館に係る指定管理者の指定事項の変更について 

  議案第１４号 松茂町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する事項を定める

条例の一部を改正する条例 

  議案第１５号 松茂町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例 

  議案第１６号 松茂町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営

並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

  議案第１７号 松茂町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防

支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例 

  議案第１８号 松茂町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例 

  議案第１９号 松茂町老人福祉センター「松鶴苑」の設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例 

  議案第２０号 松茂町学習等供用施設設置及び管理条例の一部を改正する条例 

  議案第２１号 松茂町保健相談センター設置及び管理に関する条例の一部を改正する



 －49－

条例 

  議案第２２号 松茂町学校施設の開放に関する条例 

  議案第２３号 松茂町体育館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

  議案第２４号 松茂町公園及び緑地の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例 

  議案第２５号 松茂町サッカー場設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

  議案第２６号 松茂町夜間照明施設設置及び管理条例の一部を改正する条例 

  議案第２７号 松茂町コミュニティ供用施設の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例 

  議案第２８号 松茂町公民館設置条例の一部を改正する条例 

  議案第２９号 松茂町歴史民俗資料館・人形浄瑠璃芝居資料館設置及び管理に関する

条例の一部を改正する条例 

  議案第３７号 平成３０年度松茂町一般会計補正予算（第５号）（所管分） 

  議案第３８号 平成３０年度松茂町国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

  議案第３９号 平成３０年度松茂町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

  議案第４０号 平成３０年度松茂町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

  議案第４４号 平成３１年度松茂町国民健康保険特別会計予算 

  議案第４５号 平成３１年度松茂町介護保険特別会計予算 

  議案第４６号 平成３１年度松茂町後期高齢者医療特別会計予算 

 以上２８議案が教育民生常任委員会に付託する議案でございます。 

 次に、予算特別委員会に付託する議案でございます。 

  議案第４３号 平成３１年度松茂町一般会計予算 

 以上が予算特別委員会に付託する議案でございます。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長【藤枝善則君】  ただいま事務局長が朗読いたしました議案付託につきましては、

先般開催されました議会運営委員会におきまして、そのように案を決定していただいたわ

けでございますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【藤枝善則君】  異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号から議案第５０号までの各議案は、お手元に配付の議案付託表のと
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おり付託することに決定いたしました。 

 念のため、委員会の日程について事務局より説明いたします。 

○議会事務局長【吉田正則君】  それでは、議案付託表の２枚目をご覧ください。各常

任委員会の日程でございます。開催場所は、松茂町役場３階、３０１委員会室で行います。 

 予算特別委員会、３月５日、火曜日、午前９時から。３月６日、水曜日、午前９時から。 

 教育民生常任委員会、３月６日、水曜日、午後１時３０分から。 

 産業建設常任委員会、３月７日、木曜日、午前１０時から。 

 総務常任委員会、３月７日、木曜日、午後１時３０分からそれぞれ開会いたします。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長【藤枝善則君】  以上で本日の議事日程は全て終了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 あす３月５日から３月１４日までの１０日間は、委員会審査のため休会したいと思いま

す。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【藤枝善則君】  異議なしと認めます。 

 よって、明日３月５日から３月１４日までの１０日間は、休会と決定しました。 

 次回は、３月１５日午後１時３０分から再開いたします。 

 本日は、これで散会いたします。どうもありがとうございました。 

午前１０時５３分散会  


